
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE THK CO.,LTD.

最終更新日：2015年6月29日
ＴＨＫ株式会社

代表取締役社長 寺町彰博

問合せ先：経営戦略本部 電話03(5434)0300

証券コード：6481

http://www.thk.com/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「株主利益の最大化」の観点から、株主に対し経営の透明性を高めるとともに、適
切かつ効率的な経営を目指すことであります。 
 当社は監査役会設置会社であります。社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役会を基本とし、執行役員制度を導入しておりま
す。業務執行に関する役割と責任を明確化し、意思決定、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会による経営監督機能の向上および監査役
会の機能強化による監査機能の向上に努めることで、当社のコーポレートガバナンスの充実を図っております。 

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,486,000 7.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,095,500 4.55

寺町 彰博 3,646,610 2.72

MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION 3,373,389 2.52

JP MORGAN CHASE BANK 385632 2,847,772 2.12

エフテイシー株式会社 2,774,000 2.07

THE BANK OF NEW YORK 132812 2,168,100 1.61

JPMCB USA RESIDENTS PENSION JASDEC LEND 385051 1,897,400 1.41

RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 1,651,155 1.23

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 1,609,400 1.20

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

１．大株主の状況は平成27年３月31日現在の状況です。なお、上記のほか、当社は自己株式を7,263,364株保有しております。 
２．平成25年12月16日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが（報告義務
発生日平成25年12月９日）、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりません。 
３．平成26年９月４日付でブラックロック・ジャパン株式会社より変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが（報告義務発生日平成26年８
月29日）、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりません。 
４．平成26年11月10日付で株式会社みずほ銀行より大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが（報告義務発生日平成26年10月3
1日）、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりません。 
５．平成27年１月８日付で三井住友信託銀行株式会社より大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが（報告義務発生日平成26年1
2月31日）、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりません。 
６．平成27年２月５日付でベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーより変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが（報告義務発生日平成
27年２月２日）、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員 1000人以上



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

数

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

――― 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 25 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

甲斐莊正晃 他の会社の出身者

日置政克 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

甲斐莊正晃 ○ ―――

大学教授および経営コンサルティング会社の
経営者として、経営について精通しておりま
す。その幅広い経験と見識を活かして、当社の
経営のチェック、監督を行っていただくことで経
営の客観性、中立性および適法性が確保され
ると判断しております。なお、同氏は昭和51年4
月から平成8年4月まで、現在当社の借入先で
ある三井住友銀行の前身である、三井銀行に
在籍しておりましたが、一貫してシステム関連
部門に属しており、かつ当社は当時三井銀行
との取引関係はないため独立性を有する社外
取締役として適任であると考えております。 
また、当社は同氏を東京証券取引所の定める
一般株主と利益相反の生じるおそれがあると
される事項に該当しておらず、独立役員として
指定しております。

グローバル企業かつ製造業における人事・総



【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

日置政克 ○

日置政克氏は、株式会社小松製作所の
出身であります。 
当社は平成26年度に同社と取引がござい
ましたが、その取引額は当社の売上高の
１％未満であります。

務を主とした経営部門での責任者としての見
識と豊富な経験を有しており、それによって当
社の経営の客観性、中立性及び妥当性が確
保されると判断しており、独立性を有する社外
取締役として適任であると考えております。 
また、当社は同氏を東京証券取引所の定める
一般株主と利益相反の生じるおそれがあると
される事項に該当しておらず、独立役員として
指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

 監査役は会計監査人と連携し、随時会計監査人から監査の経過、内容につき報告を受けており、監査の実施状況、結果につき把握するように
いたしております。 
 また、当社は内部監査室を設置し、内部監査規程に基づいて、業務執行の忠実性、確実性、合理性、さらには経営効率性を評価すべく、内部監
査を恒常的に実施しております。監査役は監査業務に必要な事項を内部監査室の職員に指示し、連携して監査手続きを遂行しております。  
 
 
 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

渡邉瀞夫 税理士

米 正剛 弁護士

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

渡邉瀞夫 ○ ―――

税理士の資格を有し、企業の税務・財務会計
に精通しております。その幅広い経験、見識を
活かして、当社の経営に対するチェックを行っ
ていただくことができると判断しており、独立性
を有する社外監査役として適任であります。ま
た、東京証券取引所の定める一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるとされる事項に該
当しておらず、独立役員として指定しておりま
す。

米 正剛  ―――

弁護士の資格を有し、企業法務ならびに企業
経営の統治に関して精通しております。その幅
広い経験、見識を活かして、当社の経営に対
するチェックを行っていただくことができると判
断しており、独立性を有する社外監査役として
適任であります。また、当社は米正剛氏を東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ては
おりませんが、同取引所の定める独立性の要
件を満たしております。

独立役員の人数 3 名

――― 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

 当社は、業績連動型報酬制度の導入をしております。 
 業績と明確に連動する業績連動型報酬制度は、単年度と中期的な業績が取締役の報酬額と連動することにより、株主利益との共有化が図れ、
取締役の業績向上への意欲士気を高めることを目的として導入しております。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

役員報酬の内容 
連結報酬等の総額が１億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行なっております。 
 
定款又は株主総会決議に基づく報酬 
取締役18名 427百万円（うち社外取締役２名 21百万円）、監査役５名 62百万円（うち社外監査役２名 21百万円） 
・上記の他に、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額31百万円があります。 
・上記には、第45期（平成27年３月期）における業績連動型報酬の支給予定額100百万円（取締役100百万円）が含まれております。 
・現在の取締役は９名、監査役は４名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、平成26年６月２１日開催の第44期定時株主総会
終結のときをもって退任した取締役10名、監査役１名が含まれているためであります。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

 当社は役員の報酬等については、取締役の報酬総額を月額100百万円以内にて、役職・役割に応じて安定的に支給する確定金額報酬と、支給



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

対象たる事業年度における連結当期純利益の額に３％を乗じた額に、当該事業年度を含む直近４事業年度の連結当期純利益の額の平均額に
３％を乗じた額を加算した額を上限とする業績連動型報酬により構成されております。 
 業績連動額報酬については業績の貢献度合いに応じてその額を決定しております。 

 社外取締役のサポート体制については、経営戦略本部が情報提供等を行うなどサポート業務を努めております。 
 また、社外監査役のサポート体制については、社内監査役と同様に内部監査室がスタッフ業務を務めております。 
 なお、社外取締役、社外監査役は各部門からの報告内容を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席しております。 

 当社の経営組織は、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役会を基本とし、平成26年６月21日以降は、取締役員数の減員と併
せて執行役員制度を導入することにより、取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、意
思決定、業務執行の迅速化を図っております。 
 取締役会は、取締役社長、役付取締役、執行役員を兼務する取締役及び社外取締役２名を含む計９名で構成しており、経営の重要事項の意
思決定、および取締役、執行役員の職務執行について監督を行います。取締役会の構成メンバーに独立性を有する社外取締役２名を導入する
ことにより、当社経営の中立性、適法性、妥当性が確保され、経営の監督機能の向上に努めております。 
 当社の取締役会では、迅速で適切な意思決定を行うため、取締役会での議論に必要な情報を執行役員や担当セクションから収集し、必要に応
じて弁護士や公認会計士等の第三者の立場から客観的で専門的な意見を聴取しております。独立性を有する社外取締役を加えた取締役会で
は、収集された情報をもとに議論を重ね、会社としての経営の重要事項の意思決定を行っております。このようにして、取締役会の意思決定過程
に第三者の立場である弁護士や公認会計士等の専門家や、企業経営に十分な見識と豊富な経験を有している社外取締役の意見を反映させる
ことにより、経営監督機能の向上を図っております。 
 なお、当社は、取締役の経営に対する責任を明確化するために取締役の任期を１年としております。 
 監査役会は、常勤監査役２名、非常勤の社外監査役２名の計４名で構成しており、監査役会の機能強化による監査機能の向上に努めておりま
す。各監査役は取締役会やその他の重要な会議等に出席するとともに、会社の業務、財産等の調査を行ったうえで、監査役会において監査役同
士での意見交換、情報交換を通じて取締役および執行役員の職務執行、業務執行に対する実効性のある監査を行っております。 
 なお、社外監査役は財務会計および企業法務にそれぞれ精通しており、適法で、適正な監査を行っております。 
 当社では前述のとおり平成26年６月21日より執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会の決議によって、当社の一定事項の業
務について包括的な業務執行の責任者としての権限が付与されています。執行役員の業務執行に関する役割と責任を明確化することにより、業
務執行の迅速化を図っています。 
 なお、当社は、執行役員の業務執行に対する責任を明確化するために執行役員の任期を１年としております。 
 当社の会計監査人は、太陽有限責任監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、和田芳幸氏、秋田秀樹氏
の２名であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他16名であります。  
 

 当社は、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役会に併せて執行役員制度を導入することで、取締役会による経営監督機能の
向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化することで、意思決定、業務執行の迅速化を図ることができると考えております。 
 また、平成26年６月21日より社外取締役を１名体制から２名体制とし、経営監督機能の更なる向上を図り、加えて取締役同士による相互監視
と、社外監査役を含む監査役による監査を行っております。 
 社外取締役および社外監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員等から職務、業務の内容に関する聴取を行
っており、経営、業務執行に関する監督機能、および監査機能を十分に発揮しているものと考えております。当社は、社外取締役を含む取締役会
と、社外監査役を含む監査役により、当社の経営および業務執行に対する監督および監査を実施する現在のコーポレートガバナンス体制が当社
にとって適切であると考えております。  
  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
機関投資家や海外投資家等、実際に招集通知が手元にきてから、議決権を行使するまでの
期間が短い株主に対し、行使するまでの時間が少しでも多くとれるようにするため、約３週間
前の発送を行うとともに、招集通知の発送前での早期開示を実施しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は１名でも多くの株主の方にご出席していただきたいとの趣旨のもと、株主総会の集中す
る６月末を避け、比較的出席しやすいと思われる６月中旬の土曜日に株主総会を開催してお
ります。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行のサイトを経由して、電磁的方法（インターネット）に
よる議決権の行使が可能です。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供
英文の招集通知を作成し、自社ホームページや機関投資家向け議決権電子行使プラットフォ
ームへ掲載しております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
証券会社の支店等において、個人投資家向けに説明会（不定期）を開催して
おります。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期、期末の決算発表翌日に決算説明会を開催しております。この他、必要
に応じて投資家向け説明会を開催しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
代表者自身が少なくとも年に１回は海外の機関投資家を訪問し、説明会を開
催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
日本語ページと日本語と同等の内容の英語ページを設け、外部に公表してい
る全てのＩＲツール（決算短信、決算説明会での配布資料、決算説明会の動
画、アニュアルレポート等）を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ課を設置しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社はＴＨＫ基本方針を制定し、社内の全ての規程、行動規範に優先するものと位置付けてお
ります。そのＴＨＫ基本方針において、当社は全てのステークホルダーに対し適正かつ公平な情
報開示を行うことを宣言しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境保全活動としては、当社製品からの有害物質の排除および温暖化ガスの削減を基軸に据
えた環境負荷低減の取り組みを図っております。また、社会貢献活動にも積極的に取り組んで
おります。これらのＣＳＲ活動については「ＣＳＲレポート」を作成し公開しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

当社は、当会社の業務を適正に確保するための体制を以下のとおり整備しております。 
 
１．当社グループにおける取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
当社は、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、「ＴＨＫの基本方針」、「ＴＨＫグルー
プ行動憲章」を制定し、周知する。代表取締役社長は繰り返しその精神を当社グループの役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活
動の前提とすることを徹底する。また、「ＴＨＫの基本方針」、「ＴＨＫグループ行動憲章」を印刷した小冊子「ＴＨＫグループ社員心得」をグループ会
社の全役職員に配布し、法令遵守と企業倫理の浸透を図る。さらに、法令遵守と企業倫理をあらゆる企業活動の基本とするため、代表取締役社
長が委員長を務めるコンプライアンス委員会及びその下部組織として、各業務部門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コン
プライアンス委員会は、社外の専門家もそのメンバーに加え、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と改善指示を行う。法
令上疑義のある行為等について、役職員が、顕名又は匿名で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段とし
て、「ＴＨＫヘルプライン」を設置、運用する。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 
当社は、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役及び監
査役は、文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧することができる。 
 
３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
当社は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管理、新型インフルエンザ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署
にて、規則・ガイドラインの制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は
リスク管理室がこれを行うものとする。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定め
る。また、当社グループは、大規模な地震が発生したときに事業の継続を図るため、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、役職員に周知する。なお、当
社の内部監査室は、当社グループ各社のリスク管理体制に関して監査を実施する。 
 
４．当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社の取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標に基づく3事業年度を期間とする連
結ベースでの中期経営計画を定める。なお、当社は、執行役員制度を導入することで当社の取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執
行に関する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図り、その目標達成のために各部門の具体的な施策及び権限分
配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。取締役会は、月次及び四半期ごとの進捗状況をレビューし、必要に応じて改善を促すことで、全
社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。また、当社グループは、当社グループ共通の会計システム及びグループファイナンス（キャ
ッシュマネジメントシステム）を導入し、連結決算作業の早期化、資金管理の効率化を図る。 
 
５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
当社は、当社グループの内部統制に関する担当部署としてリスク管理室を設けるとともに、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情
報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。当社取締役及び当社グループ各社の社長は、各部門の
内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。また、当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社取締役会及び
当社グループ各社の社長に報告するとともに、内部統制に関する事項についてはリスク管理室に報告する。リスク管理室は、内部監査室からの
報告を受けて、必要に応じて当社グループ各社に対し内部統制の改善策の指導、実施の支援、助言を行う。また、財務報告の信頼性を確保する
体制としては、当社グループを対象とする「財務報告に係る内部統制規程」を設け、整備及び運用を行う。 
 
６．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制 
当社は、定期的に当社グループの取締役及び執行役員等の責任者が出席する「グローバル経営戦略会議」を開催し、当社グループの取締役及
び執行役員等の責任者から事業の状況及び重要な事項について報告を受ける。また、当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の営業成
績、財務状況その他の重要な情報について、子会社に対し当社への定期的な報告を義務づけている。 
 
７．監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、並びにその使用人の取締役からの独立性、及び
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員
はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。 
 
８．当社グループにおける取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制 
当社は、当社の役職員が、監査役に対して、法定の事項に加え当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ＴＨＫヘルプラ
インによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告者、報告受領者、報告の時期等の報告の方法については、取締役
と監査役との協議により決定する方法によるものとするが、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び重大な法令・定款違反に
関する重大な事実を発見した場合は、使用人等から監査役に直接報告することができるものとする。 
 
９．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
当社は、役職員に対し、監査役へ直接報告等をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。 
 
10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項 
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用について、当社に対し請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用について、毎年、一定額の予
算を設ける。

当社は、当会社の反社会的勢力排除に向けた体制を以下のとおり整備しております。 
 
１．当社は、「ＴＨＫ基本方針」において「反社会的勢力とは断固とした姿勢で対応」することを宣言しております。 
 
２．当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（以下、特防連）に加盟し、特防連等の主催する月例会等で情報を収集するとと
もに、経営戦略本部で情報の一元管理を行っております。 
 



３．当社は、反社会的勢力から不当要求があった場合には、経営戦略室およびリスク管理室が対応することとしております。その際、所轄の警察
署等と連携をとりながら、特防連の講習等に参加した経営戦略本部およびリスク管理室の職員が対応し、必要に応じて顧問弁護士を通じて法的
手段に訴えるなどして断固とした姿勢で対応することとしております。 
 
４．当社は、反社会的勢力と関係のある企業との取引を排除するため、当社の取引先に対し、反社会的勢力と関係がないことを約した誓約書を
提出いただくように努めております。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

適時開示体制の概要について 
 
1．適時開示に関する当社の考え方 
当社では、取締役会において決定した事項や関連各部署から報告のあった事項については、金融商品取引法および東京証券取引所の定める
適時開示規則によって開示が要請されている重要情報、投資判断に影響を与えると思われる情報等について、適時・適切な開示を行うよう努め
ております。 
 
2．適時開示に係る社内体制 
（1）開示担当部署 
当社における情報の適時開示は、経営戦略本部で行っております。 
 
（2）適時開示に関する社内体制 
当社における決定事実、発生事実、決算情報等は全て経営戦略本部に情報を集約し網羅することとしております。経営戦略本部に集約した全情
報は、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき開示判断を行い、重要情報、投資判断に影響を与えると思われる
情報等については適時・適切に開示を行っております。 




